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1.　当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を整備し、その内容をホームペ
ージ・店頭掲示等で公表しております。苦情等は当金庫営業日（9時～17時）に営業店又はお客様相談室までお申し出ください。

2.　当金庫のほかに、「北海道地区しんきん相談所」又は「全国しんきん相談所」でも苦情等のお申し出を受け付けております。
　　詳しくはお客様相談室にご相談ください。

※東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の（1）、（2）の方法により、
お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。

　（1）現地調停
　　　東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人が連携・共同して紛争の解決にあたります。　
　（2）移管調停
　　　当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。
※現地調停や移管調停は、全ての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。実際に実施している弁護士会名や具
体的な手続きについては、東京三弁護士会の各仲裁センター、当金庫お客様相談室にお問い合わせください。

※当金庫は、お客さまからの苦情等を営業店又はお客様相談室で受け付けております。その際、お客さまの個人情報は苦情等の解決を
　適切かつ円滑に行うために利用させていただきます。

札幌市中央区南2条西3丁目15番地の1

011ー241ー1661

011ー241ー7221

北海道信用金庫ホームページメニュー「お問い合わせ」より

9：00～17：00（当金庫営業日）

電話、手紙、面談、ＦＡＸ、Ｅメール
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／

／

／

全国しんきん相談所
（一般社団法人全国信用金庫協会）

〒103ー0028 東京都中央区八重洲1ー3ー7
TEL 03ー3517ー5825

受 付 日／月～金（信用金庫営業日）
　　　受付時間／9：00～17：00　　
　　　受付媒体／電話、手紙、面談　

北海道地区しんきん相談所
（一般社団法人北海道信用金庫協会）

〒060ー0005 札幌市中央区北5条西5ー2ー5
TEL 011ー221ー3273

受 付 日／月～金（信用金庫営業日）
　　　受付時間／9：00～17：00　　
　　　受付媒体／電話、手紙、面談　

札幌弁護士会紛争解決センター
〒060ー0001

札幌市中央区北1条西10　札幌弁護士会館2階
札幌法律相談センター内
TEL 011ー251ー7730

受 付 日／月～金（祝日、年末年始除く）
受付時間／9：00～12：00、13：00～16：00

東京弁護士会
紛争解決センター

〒100ー0013
東京都千代田区霞が関1ー1ー3
TEL 03ー3581ー0031

受 付 日／月～金（祝日、年末年始除く）
受付時間／9：30～12：00、13：00～15：00

第一東京弁護士会
仲裁センター
〒100ー0013

東京都千代田区霞が関1ー1ー3
TEL 03ー3595ー8588

受 付 日／月～金（祝日、年末年始除く）
受付時間／10：00～12：00、13：00～16：00

第二東京弁護士会
仲裁センター
〒100ー0013

東京都千代田区霞が関1ー1ー3
TEL 03ー3581ー2249

受 付 日／月～金（祝日、年末年始除く）
受付時間／9：30～12：00、13：00～17：00

北海道信用金庫

お客様相談室

＜東京三弁護士会＞

信用金庫法施行規則に基づく開示基準索引

苦情処理措置

＜報酬体系について＞
1.   対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいま
す。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」、在任期間中の職務執
行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。
（１）報酬体系の概要
【基本報酬】
　非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員
それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を勘案し、当金庫の理
事会において決定しております。また、各監事の基本報酬額につきましては、監事の協議によ
り決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を
得た後、支払っております。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、算定方法等を内規
で定めております。また、贈呈の時期、支払方法等について、理事については理事会に一任し、
監事については監事の協議に委ねることを総代会で決議しております。

（２）2020年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）1.　対象役員に該当する理事は12名、監事は1名です。
2.　上記の内訳は、「基本報酬等」214百万円、「退職慰労金」57百万円となっております。

（単位：百万円）
区　　分 支払総額

対象役員に対する報酬等

　　なお、「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金
分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

3.　使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。
（３）その他
　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であっ
て、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が
別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）第2条第1項第3号、
第4号及び第6号並びに第3条第1項第3号、第4号及び第6号に該当する事項はありませんで
した。
2.   対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫
の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額
以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をい
います。
　なお、2020年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
（注）1.　対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。

2.　「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対
して2％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、2020年度においては、該当す
る会社はありませんでした。

3.　「同等額」は、2020年度中に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
4.　2020年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はい
ませんでした。

※■網掛け部分の記載は連結開示に係る項目です。
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　当金庫は紛争解決のため、お客様相談室のほかに、「北海道地区しんきん相談所」又は「全国しんきん相談所」にお申し出があれば、
札幌弁護士会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等にお取次ぎいたします。
　また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。詳しくはお客様相談室にご相談ください。

紛争解決措置

苦情処理措置・紛争解決措置（金融ＡＤＲ制度）への対応


